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「競争セーフガード制度に基づく検証結果（２０１１年度）（案）に関する意見募集」に関し、別紙のと 

おり意見を提出します。 

（文中では敬称を省略しております。） 
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別 紙 

検証結果案 意見 

 はじめに 

現行の競争セーフガード制度は、公正競争確保の

ため、電気通信事業法及びＮＴＴ法の遵守状況を定期

的に検証するスキームとして平成１９年度より運用され

てきました。 

これまで、公正競争上の問題として重ねて指摘して

きた項目に対しては、「引き続き注視する」という結論が

続き、また総務省がＮＴＴ東・西に対する行政指導によ

り要請して受領した報告の詳細な内容の開示、その報

告内容に関する継続的なチェック、検証結果への反映

等のＰＤＣＡサイクルの実施はなされませんでした。そ

のような中、ＮＴＴ西日本による接続情報の目的外利

用の事案が発生したことや、ＮＴＴファイナンスを活用し

たグループ一括請求の施策が発表されたことに鑑みる

と、現行の競争セーフガード制度によって公正競争要

件の有効性・適正性が確保されているとは到底言え

ず、これまでの本制度における検証スキームは形骸化

していると言わざるを得ません。 

今後は、公正競争レビュー制度において引き続き検

証が行われますが、その検証プロセスについては、こ

れまで同様不透明なままであれば、制度としての実効

性が確保されない恐れがあります。そのため、検証方

法や継続的なチェック、ＰＤＣＡサイクルの実行等につ

いてガイドライン等において明確化し、検証結果につ

いてもこれまで以上に細やかに、情報通信審議会にお

ける定期的な調査審議を行なうことが必要と考えます。

また、検証の結果、問題が見られた場合は、その原因

を特定し、直ちに排除する仕組みを作ることも重要であ

ることから、包括的な検証の結果を待つことなく、速や

かに見直しを行うべきと考えます。 

（１） 

第一種指定電気通信

設備に関する検証 

ア  指定要件に

関する検証 

― 

イ 指定の対象に

関する検証 

■マンション向け屋内配線の転用ルールについて 

  ユーザーの選択肢を広げ、利便の向上を図るため

にも、集合住宅やビル向けに通信事業者が敷設した

屋内配線を他の事業者もユーザー単位で再利用可能

となるよう転用ルールを整備し、事業者を選択できるよ

うにすべきです。 

「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り

方」答申（平成２３年１２月２０日）（以下、「ブロードバン

ド答申」と言う）に記述されている通り「ＮＴＴ東日本とＫ

ＤＤＩの間で具体的なマンションにおける相互転用協議

を続けている状況」ではありますが、今後、新規に建設
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検証結果案 意見 

するマンションやビルについては、MDF 室内に複数事

業者の回線終端装置の設置スペースを確保可能とす

ると共に、NTT 東・西が設置した棟内の「パッチパネル

～光屋内配線～光コンセント」をユーザー単位で競争

事業者に転用できるよう指定設備化して開放を義務化

するなどの措置を講じるべきと考えます。 

ウ  アンバンドル

機能の対象に

関する検証 

■コロケ及び中継ダークファイバの利用ルールの改善

について 

 検証結果（案）には、ブロードバンド答申で示されたと

おり、総務省において調査を行い検討するとしていま

すが、解消に向けた検証プロセスの明確化が必要と考

えます。 

具体的には、接続委員会等の公の場において、光

配線区画の適正化や、コロケ及び中継ダークのリソー

ス枯渇解消について、以下のような内容を四半期毎に

検証し、見直しが必要であれば適切な対応を行うべき

と考えます。 

-情報がタイムリーに開示されているか 

-接続事業者は、NTT 東・西利用部門と同じタイミン

グで同じ情報を取得できているか 

（２） 

第二種指定電気通信

設備に関する検証 

ア  指定要件に

関する検証 

■二種指定設備規制の対象について 

日本のモバイル市場においては、通信事業者のみ

ならず、端末ベンダーやプラットフォーム事業者等のさ

まざまなプレーヤーが自由に創意工夫して熾烈な競争

を繰り広げており、多種多様なサービスがお客様に提

供されています。このように、十分に競争が機能してい

る場合には競争は市場に委ねることが原則であり、競

争上の問題が生じているときに限り、必要最小限の規

制を行うべきと考えます。 

今回の基準値の見直しは、現在の市場シェアの推

移や競争環境の変化を踏まえ、現行制度において規

制対象となっている MNO と、指定対象外である MNO

とで規制水準が不相応となっている状況を改善し、公

正競争環境を確保するものと理解しています。 

イ 指定の対象に

関する検証 

（３） 

指定電気通信設備制

度に係る禁止行為規

制等の検証 

ア ＮＴＴ東西に

所要の措置を

要請する事項 

■禁止行為規制に関する具体的事案について 

今年度の競争セーフガード制度における検証結果

案においても、これまで当社を含む競争事業者から、

公正競争上問題がある事例として、禁止行為規制の対

象であるＮＴＴ東・西又はＮＴＴドコモによるグループ内

企業との連携や、非電気通信事業者であるＮＴＴファイ

ナンスを活用したＮＴＴグループ連携等について重ね

て指摘されていますが、「十分な論拠が得られない」等

の考え方が示され、「引き続き注視する」と結論付けら

れています。 

このような状況の中、一昨年に発生したＮＴＴ西日本

イ 引き続き注視

する事項 

ウ その他の事項 
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検証結果案 意見 

における接続情報の目的外利用の事案や、本年2月2

日に報道発表されたＮＴＴファイナンスを活用したグ

ループ一括請求の施策に鑑みると、本制度によって公

正競争要件の有効性・適正性が確保されているとは到

底言えず、これまでの競争セーフガード制度における

検証スキームは形骸化していると言わざるを得ません。 

新たに創設された公正競争レビュー制度において

も、競争セーフガード制度と同様に検証プロセスが不

透明なままであれば、ＮＴＴグループによる共同営業行

為等を抑止する実効性が確保されない恐れがありま

す。 

また、今般改定案が発表された「電気通信事業分野

における競争の促進に関する指針（共同ガイドライ

ン）」においても、禁止行為の具体的な事例の追加は

行われておらず、実効性を確保するには至っていませ

ん。 

このため、これまで競争セーフガード制度等で挙げ

られた公正競争上の問題がある事例等（以下参照）を

禁止行為の具体的な事例として共同ガイドラインに追

加するとともに、公正競争レビュー制度においては、検

証方法や継続的なチェック、ＰＤＣＡサイクルの実行等

についてガイドライン等において明確化し、検証結果

についても、必要に応じてではなく、定期的に情報通

信審議会で調査審議すべきと考えます。 

 

【公正競争上の問題事例】 

＜機能分離関連＞ 

・「116 窓口」におけるＮＴＴ東西の営業活動 

・ＮＴＴグループ会社間の役員等の人事異動 

＜グループドミナンス関連＞ -グループ一体営業 

・県域子会社とＮＴＴ東西及びＮＴＴグループ会社の 

一体営業 

・ドコモショップにおけるフレッツとＮＴＴドコモ携帯 

電話のセット割引 

・家電量販店におけるフレッツとＯＣＮのセット販売 

・ＮＴＴ再編成前に取得した加入者情報を活用した 

ＮＴＴコムによるアウトバウンド営業 

・ＮＴＴ東西とＮＴＴコムによる法人サービスの共同 

営業行為 

＜グループドミナンス関連＞ -グループ連携 

・「おまとめキャッシュバック（ＮＴＴファイナンス）」に 

よるグループ各社の優先的取扱 

・「ＮＴＴ ＩＤログインサービス」、「ＮＴＴネット決済」

等、実質的なグループ連携による排他的行為 
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検証結果案 意見 

なお、近時提供開始または発表された以下の事案

については、電気通信事業法の規定やＮＴＴ法の趣旨

に反する脱法的行為であり、グループドミナンスのかく

れみのとして運営されていることから、直ちに追加的に

検証することを要望します。 

 

-NTT ファイナンスによる料金請求・回収業務の統合 

-ＮＴＴコムが、ＮＴＴドコモのＭＶＮＯとして、ＮＴＴ東・

西のフレッツ光と組合せて提供するデータ通信サー

ビス（ＯＣＮモバイルエントリーｄ） 

-日本通信が、ＮＴＴドコモのＭＶＮＯとして、ＮＴＴ東・

西のフレッツ光と組合せて提供するデータ通信サー

ビス（b-mobile FMC for フレッツ光） 

 

以 上 


